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(57)【要約】
【課題】連写撮影して得られた複数枚の関連画像を容易
に取り扱うとともに、連写画像と単写画像を容易に区別
すること。
【解決手段】撮像手段は、複数枚の画像を連続して撮影
し、複数の画像データを取得する。制御手段は、複数の
画像データから１つの画像データを主画像データとして
選択し、選択した主画像データと、複数の画像データに
おける主画像データを除く残りの副画像データとを１つ
の画像ファイルとして記録させる。また、制御手段は、
主画像データおよび主画像データのヘッダ情報を画像フ
ァイルから抜きだして主画像データのみの単写画像ファ
イルを作成する。
【選択図】図３



(2) JP 2012-178860 A 2012.9.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の画像を連続して撮影し、複数の画像データを取得する撮像手段と、
　前記複数の画像データから１つの画像データを主画像データとして選択し、選択した前
記主画像データと、前記複数の画像データにおける前記主画像データを除く残りの副画像
データとを１つの画像ファイルとして記録させる制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は、
　前記主画像データおよび前記主画像データのヘッダ情報を前記画像ファイルから抜きだ
して前記主画像データのみの単写画像ファイルを作成する、
　撮像装置。
【請求項２】
　前記画像ファイルおよび前記単写画像ファイルを記録する記録部をさらに備える、
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　外部機器とのデータの送信が可能な送信部をさらに備え、
　前記制御部は、
　撮像された画像を前記外部機器へ送信可能な送信モードがユーザにより選択されている
場合は、前記単写画像ファイルを前記外部機器へ送信するよう前記送信部を制御する、
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　連続して撮影された複数の画像データのうち１つの画像データである主画像データと、
前記複数の画像データにおける前記主画像データを除く残りの副画像データとを、１つの
画像ファイルとして記録した記録媒体から、前記主画像データ及び前記主画像データのヘ
ッダ情報を読み出す読出手段と、
　前記読出手段により読み出した前記主画像データおよび前記ヘッダ情報より前記主画像
データのみの単写画像ファイルを作成する制御手段と、
　を備える撮像装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラ等の撮像装置に関し、特に、複数枚の画像を所定の時間間隔
で連続して撮影可能な撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタルカメラ関連の技術の分野における進歩は著しく、今やデジタルカメラは
、従来のフィルム式カメラに置き換わるまでになっている。
【０００３】
　デジタルカメラの特長は、従来のフィルム式カメラが、撮影した画像を現像するまで確
認できないのに対して、撮った画像をその場で確認できるため、素人でも失敗が少ないと
いう点である。また、フィルムは、１回使えば二度と使用できないが、デジタルカメラは
、撮影画像を着脱可能な半導体メモリ（以下、「メモリカード」と呼ぶ）に記録しており
、記録した画像を消去すれば何度でも使えるので、コスト的にも有利である。さらに、撮
影された画像は、デジタル信号であるため、画像の圧縮技術を使えば記録データ量を削減
することができ、メモリカードの更なる効率的な使用が可能となる。
【０００４】
　ところで、撮影に慣れていない撮影者の場合、被写体が目を閉じたり横を向いたりした
瞬間にシャッターを切ってしまってシャッターチャンスを逃したり、撮影時の手ブレによ
りブレた写真を撮ってしまう。さらには、撮影条件の設定がうまくいかず、ピンボケや露
出オーバーの失敗写真を撮ってしまうこともよく経験するところである。
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【０００５】
　このような問題を解消するために、デジタルカメラには連写機能の付いたものがある。
この連写機能を使えば、同一の撮影条件で、同じ被写体の写真を連続して複数枚撮影する
ことが可能であり、できあがった写真の中から最も上手に撮れた写真を選択することがで
きる。さらには、撮影毎に露出やホワイトバランス等の撮影条件を変えながら連続撮影が
可能なオートブラケットと呼ばれる機能も普及している。
【０００６】
　上記連写機能では、１回の撮影で複数枚の画像がメモリカードに記録される。これらの
画像は、１つの画像につき１つの画像ファイルとして記録される。この連写機能で撮影さ
れた画像（以下、「連写画像」と呼ぶ）に含まれる各画像は、通常の撮影機能で記録され
た画像（以下、「単写画像」と呼ぶ）とは性質が異なる。単写画像は、撮影時刻、撮影場
所、撮影条件等がそれぞれの画像で異なり、１枚の独立した画像である。これに対して、
連写画像は、それぞれが関連した画像であり、撮影後にこれらの画像をまとめて取り扱う
ことがある。
【０００７】
　したがって、連写画像を単写画像と同様に記録すると、連写画像の取り扱いに不便が生
じる。例えば、連写画像の中から、最も上手に撮れた、あるいは気に入った等の理由で１
枚の画像を選択して印刷したり、あるいはパーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」と呼
ぶ）に取り込んで各種加工をするのに、手間がかかる。また、連写画像をまとめて削除、
移動、コピーするたびにすべての画像を選択する必要があり、操作が煩雑となる。さらに
は、連写画像の中から１枚の画像を見つけるためには、すべての連写画像を撮影者が目で
見て判断する必要があり、時間がかかったり、あるいは誤って選択することもあった。
【０００８】
　このような問題を解消するために、連写撮影を行うたびにメモリカードに新たなフォル
ダを作成し、そのフォルダ内に１回の連写撮影によって得られた複数枚の画像ファイルを
記録することにより、１回の連写で多くの画像ファイルが生成されても、連写による画像
の検索、再生、印刷、削除等の処理を簡単に行う方法が提案されている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００９】
　また、連写画像についてはそれぞれの画像ファイルのヘッダに連写ＩＤを付してメモリ
カードに記録し、単写の画像ファイルを連写の画像ファイルと同じフォルダに記録しても
、連写の画像ファイルを迅速に検索できる方法が提案されている（例えば、特許文献２参
照）。
【００１０】
　また、オートブラケットで撮影した連写画像を表示部に同時に表示させ、好みの画像を
選択しやすくする方法も提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平１１－３４１４２１号公報
【特許文献２】特開２００５－１４３０２０号公報
【特許文献３】特開２００４－２２９０７３号公報
【特許文献４】特開平７－２４５７２３号公報
【特許文献５】特開平６－３２５１４７号公報
【特許文献６】特開平１－２０１７７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、特許文献１に開示された従来技術では、連写画像は同一のフォルダにま
とめて記録されているため、削除等は１回の操作で済むが、別のフォルダに格納された他
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の連写画像や単写画像と比較して見ることができない。また、同一フォルダ内に単写画像
と連写画像を格納すると、連写画像と単写画像の区別が付かない。
【００１３】
　特許文献２に開示された従来技術では、同一フォルダ内に連写画像と単写画像を共存さ
せることができるが、画像ファイルの数が膨大となり、必要な画像ファイルを検索するの
に時間がかかる。また、操作の途中に同一の連写で撮影された画像が異なるフォルダに格
納されたりして、画像ファイルの整理が大変になる。
【００１４】
　特許文献３に開示された従来技術では、オートブラケットで撮影されて記録された画像
は、同時に画面に表示されるため、選択しやすいが、画面が小さくなるので、画像間の微
妙な違いは、撮影者が目で見て判断するのは難しい。
【００１５】
　このように、従来は、連写撮影でたくさんの画像を撮ったにもかかわらず、画像ファイ
ルの整理が煩雑になり、所望の画像ファイルの検索や処理に手間がかかっていた。今後、
メモリカードの容量はますます増加する方向で、連写機能は今まで以上に重要な機能とな
ることが予想されるので、上記課題の解決が強く求められている。
【００１６】
　本発明の目的は、連写撮影して得られた複数枚の関連画像を容易に取り扱うことができ
るとともに、連写画像と単写画像を容易に区別することができる撮像装置を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の撮像装置は、複数枚の画像を連続して撮影し、複数の画像データを取得する撮
像手段と、前記複数の画像データから１つの画像データを主画像データとして選択し、選
択した前記主画像データと、前記複数の画像データにおける前記主画像データを除く残り
の副画像データとを１つの画像ファイルとして記録させる制御手段と、を備え、前記制御
手段は、前記主画像データおよび前記主画像データのヘッダ情報を前記画像ファイルから
抜きだして前記主画像データのみの単写画像ファイルを作成する、構成を採る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の撮像装置によれば、連写撮影して得られた複数枚の関連画像を容易に取り扱う
ことができるとともに、連写画像と単写画像を容易に区別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態１における連写機能付きデジタルカメラの概観図
【図２】本発明の実施の形態１における連続撮影動作時のレリーズ釦と露光の関係を示す
図
【図３】本発明の実施の形態１におけるデジタルカメラの回路構成の一例を示すブロック
図
【図４】本発明の実施の形態１における連写画像ファイルの構造の一例を示す図
【図５】本発明の実施の形態１における連写画像ファイルをＥｘｉｆ形式として実現した
場合の説明図
【図６】本発明の実施の形態１におけるファイル管理を説明するための図
【図７】本発明の実施の形態１における連写撮影の撮影動作を示すフローチャート
【図８】本発明の実施の形態１におけるシャッターチャンス画像を主画像とする処理を説
明するためのフローチャート
【図９】本発明の実施の形態１における連写画像がファイル化されてメモリカードへ記録
されるまでの処理を説明するためのフローチャート
【図１０】本発明の実施の形態１における連写画像ファイルの表示（印刷）処理を説明す
るためのフローチャート
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【図１１】本発明の実施の形態１におけるマルチ表示モードの画面例を示す図
【図１２】本発明の実施の形態１における順次表示モードの画面例を示す図
【図１３】本発明の実施の形態１におけるコピー（移動、送信）処理を説明するためのフ
ローチャート
【図１４】本発明の実施の形態１における主画像入れ換え処理を説明するためのフローチ
ャート
【図１５】本発明の実施の形態２における手ブレ検出量に基づいて主画像を決定する処理
を説明するためのフローチャート
【図１６】本発明の実施の形態３における撮影画像の動き量に基づいて主画像を決定する
処理を説明するためのフローチャート
【図１７】本発明の実施の形態４における撮影画像の合焦度合いに基づいて主画像を決定
する処理を説明するためのフローチャート
【図１８】本発明の実施の形態５における撮影画像の顔認識結果に基づいて主画像を決定
する処理を説明するためのフローチャート
【図１９】本発明の実施の形態６におけるＡＢモード撮影での主画像選択の動作を示すフ
ローチャート
【図２０】本発明の実施の形態１における連写機能付きデジタルカメラの背面図
【図２１】本発明の実施の形態１における連写画像ファイルであることを示す表示例を示
す図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２１】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における連写機能付きデジタルカメラ１００の概観図で
ある。デジタルカメラ１００は、レンズ鏡筒１０１、ビューファインダ１０２、レリーズ
釦１０３、通常撮影／連続撮影切り換え釦１０４、メモリカード挿入口１０５、メモリカ
ード取り出し釦１０６を備えている。通常は、ビューファインダ１０２で被写体の構図を
確認後に、レリーズ釦１０３を１回押す毎に１枚の画像が撮影され、メモリカード挿入口
１０５から装着されたフラッシュメモリ等のメモリカード（図示せず）へ撮影画像が記録
される。撮影後は、メモリカード取り出し釦１０６を押して、メモリカードをカメラ本体
の外へ取り出し、ＰＣ等に画像を取り込んで再生したり、あるいは編集や加工をして楽し
む。
【００２２】
　次に、このデジタルカメラ１００で連続撮影をする方法について説明する。
【００２３】
　まず、通常撮影／連続撮影切り換え釦１０４を押して連続撮影モード（以下、「連写モ
ード」と略記する）に切り換える。次に、連続撮影をする被写体をビューファインダ１０
２で確認し、レリーズ釦１０３を全ストロークの約半分まで軽く押し込む。この時点で連
続撮影がスタートし、ちょうどシャッターチャンスのタイミングでレリーズ釦１０３をほ
ぼ全ストローク近くまで深く押し込む。このタイミングでシャッターチャンスの撮影画像
が取り込まれ、その後、予め設定された枚数の撮影が継続した後、撮影を終了する。これ
らの連続撮影された複数の画像は、デジタルカメラ内部のバッファメモリに一旦格納され
た後、所定の処理が施されてメモリカードへ保存される。
【００２４】
　次に、図２を参照しながら、連続撮影についてさらに詳しく説明する。
【００２５】
　図２は、本発明の実施の形態１における連続撮影動作時のレリーズ釦１０３と露光の関
係を示す図である。図２において、時刻ｔ０でレリーズ釦１０３を半押し状態にすると、
１回目の露光が時刻ｔ１で始まる。以降、半押し状態が続く間、予め設定された時間間隔
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に基づいて、時刻ｔ２、ｔ３で露光が繰り返され、周期的に撮影される。次に、時刻ｔ４

でレリーズ釦１０３が全押しされると、直後の時刻ｔ５で露光され、操作者が最も撮りた
いタイミングで被写体が撮影される。その後も、予め設定された枚数および時間間隔の画
像が撮影されて、撮影が終了する。図２は、レリーズ釦１０３を全押しして時刻ｔ５でシ
ャッターチャンスの画像を１枚撮影した後、さらに３枚を撮影する場合を示しており、時
刻ｔ６、ｔ７、ｔ８で継続して撮影される。
【００２６】
　なお、連続撮影の時間間隔やレリーズ釦１０３全押し後の撮影枚数等は、別途、デジタ
ルカメラ本体の裏側に備えられた後述するＬＣＤ等に表示したメニューで設定可能となっ
ている。なお、上記説明では、レリーズ釦１０３の半押しと全押しを組み合わせて撮影者
が意識的にシャッターチャンスを制御する例を示したが、これに限られるものではなく、
撮影者がレリーズ釦１０３を半押ししている間に予め設定された撮影時間間隔で連続撮影
を行う通常の連写モードや、セルフタイマー機能を用いた連続撮影を実施してもよい。ま
た、連続撮影枚数や撮影時間間隔については、予めカメラ本体に設定されており、操作者
は変更できないような構成であってもよい。また、撮影時間間隔は一定でなくてもよい。
【００２７】
　図３は、本発明の実施の形態１におけるデジタルカメラ１００の回路構成の一例を示す
ブロック図である。図３において、デジタルカメラ１００は、ズームレンズ２０２とフォ
ーカスレンズ２０３とを含んだ撮像レンズ群２０１、絞り２０４、撮像素子２０５、ズー
ムレンズ制御駆動部２０６、フォーカスレンズ制御駆動部２０７、絞り制御駆動部２０８
、撮像素子制御駆動部２０９、アナログ信号処理部２１０、Ａ／Ｄ変換部２１１、デジタ
ル信号処理部２１２、ＡＦ検出部２１３、動き検出部２１４、バッファメモリ２１５、Ｊ
ＰＥＧ処理部２１６、ワークメモリ２１７、画像認識部２１８、カードＩ／Ｆ２１９、メ
モリカード２２０、ＬＣＤＩ／Ｆ２２１、ＬＣＤ２２２、外部Ｉ／Ｆ２２３、操作部２２
４、手ブレ検出部２２５、データバス２２６、撮影情報記憶部２２７を内蔵したマイクロ
コンピュータ（以下、「マイコン」と略記する）２２８を備えている。また、外部Ｉ／Ｆ
２２３にはＰＣ２２９やプリンタ２３０等が接続可能である。
【００２８】
　撮像レンズ群２０１は、被写体像を撮像素子２０５上へ結像させるための光学系である
。ズームレンズ２０２は、被写体を光学的に拡大して撮影するためのレンズであり、ズー
ムレンズ制御駆動部２０６によって望遠、広角撮影に合わせて光軸上を移動する。フォー
カスレンズ２０３は、被写体像の焦点を調整するためのレンズであり、フォーカスレンズ
制御駆動部２０７によって撮像素子２０５上で焦点が合うように光軸上を移動する。
【００２９】
　絞り２０４は、周囲の明るさに基づいて最適な露光量を調整するための機構であり、絞
り制御駆動部２０８によって開口量が制御される。撮像素子２０５は、ＣＣＤ等で構成さ
れ、撮像レンズ群２０１によって撮像された被写体像を光電変換して電気信号に変換する
素子であり、撮像素子制御駆動部２０９により制御される。アナログ信号処理部２１０は
、撮像素子２０５から出力されるアナログ画像信号にゲイン調整、ガンマ処理等の所定の
アナログ信号処理を施す。Ａ／Ｄ変換部２１１は、アナログ信号処理部２１０から出力さ
れるアナログ画像信号をデジタルの画像データに変換する。
【００３０】
　デジタル信号処理部２１２は、画像データに対して、ノイズ除去や輪郭強調等のデジタ
ル処理を施す。また、ＡＦ検出部２１３は、画像データのコントラスト値を計算し、合焦
度合いを検出する。検出結果はマイコン２２８に取り込まれて、フォーカスレンズ２０３
の制御駆動に使用される。動き検出部２１４は、デジタル画像データの動きベクトル等か
ら撮影時の被写体の動き量を検出し、検出結果をマイコン２２８に出力する。手ブレ検出
部２２５は、角速度センサ等から構成されており、撮影時の手ブレ量を検出する。そして
、この検出結果は、マイコン２２８へ取り込まれて、手ブレ補正に使用される。なお、手
ブレとは、デジタルカメラ１００を持つ撮影者の手の動き等に起因するデジタルカメラ１
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００の振動のことを意味する。
【００３１】
　バッファメモリ２１５は、複数枚の非圧縮画像を記憶できる容量を持ったＳＤＲＡＭ等
から構成され、画像データはデジタル信号処理部２１２を経て一旦このバッファメモリ２
１５へ格納される。画像認識部２１８は、バッファメモリ２１５から読み出された画像デ
ータから顔の部分を認識し、目が閉じている等の失敗画像を検出するための処理回路であ
る。顔認識結果は、マイコン２２８に取り込まれる。ＪＰＥＧ処理部２１６は、バッファ
メモリ２１５に格納された画像データに対して記録時にはＪＰＥＧ圧縮処理を施して圧縮
データを生成し、再生時には圧縮データに対してＪＰＥＧ伸張処理を施して元の非圧縮の
画像データに戻すための処理回路である。ワークメモリ２１７は、ＪＰＥＧ圧縮データを
メモリカード２２０に記録するためのファイルフォーマットに変換するために用いられる
。このワークメモリ２１７において、圧縮データにヘッダが付加されて、記録するための
画像ファイルが形成される。ここで、ヘッダは、撮影時の撮影情報や画像を識別するため
の縮小画像（以下、「サムネイル画像」と呼ぶ）から構成される。メモリカード２２０は
、例えばフラッシュメモリ等の着脱可能な半導体メモリカードであり、上記画像ファイル
がカードＩ／Ｆ２１９を介して記録保存される。
【００３２】
　ＬＣＤ２２２は、液晶表示素子で構成された表示部であり、ＬＣＤＩ／Ｆ２２１を介し
て画像を表示する。撮影中は、被写体を確認するために、スルー画像をＬＣＤ２２２に表
示するとともに、撮影後は、メモリカード２２０に記録された画像を、バッファメモリ２
１５を経由してＬＣＤ２２２に表示させて、確認することができる。操作部２２４は、撮
影者がデジタルカメラ１００の撮影モードや各種撮影条件（露出、ズーム、フォーカス等
）の設定を入力するため手段である。この操作部２２４によって入力された設定情報や操
作のためのメニュー画面もＬＣＤ２２２に表示される。
【００３３】
　上記の各要素は、データバス２２６に接続されており、画像データ、ＪＰＥＧ圧縮デー
タ、制御情報等が、このデータバス２２６を介して、お互いの要素間でやり取りされる。
上記説明では、非圧縮の画像データを格納するバッファメモリ２１５とＪＰＥＧ圧縮デー
タを格納するワークメモリとを分けて説明したが、これら２つのメモリは、共通のメモリ
を使用してもよい。
【００３４】
　マイコン２２８は、デジタルカメラ１００全体を一元的に管理しており、撮影者が操作
部で設定する各種撮影条件に従って、撮影、記録、再生、表示等の各動作を制御する。ま
た、外部Ｉ／Ｆ２２３を介してＰＣ２２９やプリンタ２３０等、他の外部機器との情報通
信の制御等も行う。さらに、マイコン２２８には、ＡＦ検出部２１３、動き検出部２１４
、画像認識部２１８、手ブレ検出部２２５でそれぞれ検出された撮影画像毎の撮影状態が
入力されており、この撮影画像毎の撮影状態は、マイコン２２８の内部にある撮影情報記
憶部２２７に格納された後、ヘッダ情報に加工され、圧縮データとともに画像ファイルに
埋め込まれてメモリカード２２０に記録される。
【００３５】
　マイコン２２８は、連写機能により複数枚の画像を連続して撮影して得られた複数の画
像データから１つの画像データを選択し、選択した画像データと残りの画像データとを１
つの画像ファイルとして記録させる機能を有する。また、マイコン２２８は、その画像フ
ァイルを読み出し、複数の画像データからの１つの画像データの選択を受け付け、前回選
択された画像データを今回選択された画像データと入れ換え、今回選択された画像データ
と残りの画像データとを当該画像ファイルに記録させる。このとき、画像データの構造は
、前回選択された画像データを今回選択された画像データと入れ換える際に、当該画像フ
ァイルにおいて今回選択された画像データと残りの画像データとを並び替える構造であっ
ても、あるいは、当該画像ファイルにおいて今回選択された画像データを所定の位置にコ
ピーする構造であってもよい。
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【００３６】
　より具体的には、例えば、マイコン２２８は、連写機能により複数枚の画像を連続して
撮影して得られた複数の画像データから１つの画像データを主画像として選択し、選択し
た主画像を１つの画像ファイルの先頭に記録させるとともに、主画像以外の画像データを
副画像として当該画像ファイルの主画像よりも後ろに記録させる機能を有する。また、マ
イコン２２８は、主画像の入れ換え時に、入れ替え後の主画像を当該画像ファイルの先頭
に記録させるとともに、主画像以外の画像データを当該画像ファイルの主画像よりも後ろ
に記録させる。すなわち、マイコン２２８は、当該画像ファイルを読み出し、複数の画像
データからの１つの画像データの選択を受け付け、選択された画像データを新たな主画像
として当該画像ファイルの先頭に記録させるとともに、残りの画像データを当該画像ファ
イルの主画像よりも後ろに記録させる。
【００３７】
　また、画像ファイルの構造に関連して、例えば、マイコン２２８は、複数の画像データ
を再生させる際に、選択した画像データ（主画像）を最初に再生させたり、あるいは、選
択した画像データ（主画像）およびこの前後の画像データのみを再生させる。また、マイ
コン２２８は、画像ファイルを読み出し、複数の画像データからの画像データの選択を受
け付け、選択された画像データを当該画像ファイルから削除する（画像データの選択的削
除）。
【００３８】
　図２０は、本発明の実施の形態１における連写機能付きデジタルカメラ１００の背面図
である。なお、図２０には、便宜上図１には示していないダイアルも示している。
【００３９】
　レリーズ釦１０３、通常撮影／連続撮影切り換え釦１０４、ズームダイアル１７２、モ
ードダイアル１７４は、カメラ本体の上面に配置されている。レリーズ釦１０３は、押下
操作を受け付ける。マイコン２２８は、レリーズ釦１０３が半押し操作されるのに応じて
、ＡＥ制御やＡＦ制御を開始する。また、マイコン２２８は、レリーズ釦１０３が全押し
操作されるのに応じて、被写体の撮像を行う。ズームダイアル１７２は、レリーズ釦１０
３の周りに回転可能に配置されている。マイコン２２８は、ズームダイアル１７２が回転
操作されるのに応じて、光学ズーム制御や電子ズーム制御を開始する。モードダイアル１
７４は、回転操作を受け付ける。モードダイアル１７４は、目盛りが設けられており、各
目盛りにはデジタルカメラ１００の動作モードが割り当てられている。デジタルカメラ１
００の動作モードとは、例えば、再生モードや録画モード等である。マイコン２２８は、
モードダイアル１７４の回転操作に応じて、モードダイアル１７４が指定する動作モード
でデジタルカメラ１００を制御する。
【００４０】
　電源スイッチ１７３、十字キー１８０、削除釦１８６、ＬＣＤ２２２は、カメラ本体の
背面に配置されている。電源スイッチ１７３は、スライド操作を受け付ける。マイコン２
２８は、電源スイッチ１７３のスライド操作に応じて、デジタルカメラ１００の電源状態
を切り替える。ＬＣＤ２２２は、例えば、上記のように、モードダイアル１７４により選
択された動作モードに応じて、メモリカード２２０に記録された画像データやメニュー画
面等を表示する。十字キー１８０は、４方向１８１～１８４および中央部１８５の５パタ
ーンの押下操作を受け付ける。マイコン２２８は、十字キー１８０が押下操作されるのに
応じて、再生画像データの切り替え等のＬＣＤ２２２の表示の操作を行う。削除釦１８６
は、押下操作を受け付ける。マイコン２２８は、削除釦１８６が押下操作されるのに応じ
て、事前に選択された画像データを削除する。
【００４１】
　次に、Ｎ枚の連写画像をメモリカード２２０へ記録する際の画像ファイルの構造につい
て説明する。
【００４２】
　図４は、本発明の実施の形態１における連写画像ファイルの構造の一例を示す図である
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。図４Ａに示すように、連写画像ファイルは、管理情報、ヘッダ、画像データの３つの領
域から構成されている。ヘッダ領域および画像データ領域には、図４Ｂに示すように、連
写画像を代表する１枚の主画像と、その後に連続してＮ－１枚の副画像の情報が格納され
ている。すなわち、本実施の形態では、主画像を先頭に配置し、主画像の後ろに副画像を
配置するようにしている。ここで、主画像データおよび副画像データは、ＪＰＥＧ圧縮デ
ータである。また、図４Ｃに示すように、管理情報領域には、連写フラグ、連写枚数、連
写間隔等の連写撮影に関する情報、および、撮影日時や撮影場所等の全画像に共通の情報
が格納されており、ヘッダ領域には、各画像毎に異なる撮影情報、サムネイル画像、ポイ
ンタ等が格納されている。ここで、ポインタは、ヘッダに対応する画像データが格納され
ているアドレスを指し示す情報である。ヘッダを見ることにより、画像ファイル中の画像
データの格納場所がわかるので、検索等の処理が迅速かつ容易に可能となる。本実施の形
態では、図４Ｃに示すように、主画像のヘッダと副画像のヘッダとは、同一構造である。
【００４３】
　また、撮影情報としては、図４Ｄに示すように、シャッター速度、絞り値、焦点距離、
ストロボ等の撮影前に設定される一般的な撮影条件に加えて、シャッターチャンスフラグ
、手ブレ量、画像の動き量、顔認識結果（目が閉じているか否か）、合焦度合い、主画像
フラグ等の撮影状態を表す情報も合わせて格納されている。そして、これらの撮影状態の
情報は、撮影後に主画像を自動選定するための情報として使用される。なお、撮影情報と
してヘッダに格納する情報は、これに限定されるものではない。連写画像ファイルをこの
ような構造にすることにより、Ｎ枚の連写画像を１つの画像ファイルとして扱えるととも
に、管理情報の連写フラグで単写画像と容易に区別できる。なお、単写画像ファイルの構
造は、図４Ａにおいて、連写に関連する管理情報がなく、ヘッダおよび画像データのそれ
ぞれの領域に単写画像のヘッダと画像データが記録された構造である。
【００４４】
　次に、連写画像ファイルを現在デジタルカメラの画像ファイル形式として広く普及して
いるＥｘｉｆ（Exchange Image File）形式と互換性をとる方法について説明する。
【００４５】
　図５は、本発明の実施の形態１における連写画像ファイルをＥｘｉｆ形式として実現し
た場合の説明図である。図５Ａに示すように、連写画像の主画像データおよびヘッダ情報
のうち標準的にサポートされている撮影条件等は、Ｅｘｉｆ形式の主画像領域に格納する
。Ｎ－１枚の副画像ならびにそれに伴う圧縮パラメータおよびサムネイル画像は、画像フ
ァイルの末尾を示すマーク（ＥＯＩ）の後に連続して付加する。図５Ｂおよび図５Ｃに示
すように、Ｅｘｉｆ形式の画像ファイルの「Ｅｘｉｆ　ＩＦＤ」の中には、メーカーが独
自に定義した付加情報があることを示すタグ（「Ｍａｋｅｒ　Ｎｏｔｅ　Ｔａｇ」）が存
在している。そして、このタグに記載されたアドレス（「Ｖａｌｕｅ　Ｏｆｆｓｅｔ」）
で示された位置から具体的な付加情報（「Ｅｘｉｆ　Ｖａｌｕｅ　Ｄａｔａ」）を格納し
ている。この付加情報の構造は任意に定めることができるので、図５Ｄに示すように、連
写画像ファイルの管理情報、主画像のヘッダ、Ｎ－１枚の副画像のヘッダを格納する。そ
して、上記副画像ヘッダには、撮影情報に加えて、副画像データおよびサムネイルのそれ
ぞれのアドレスを指し示す２つのポインタが格納される。このような構造にすることによ
り、Ｅｘｉｆ形式と互換性を維持しながら連写画像を１つの画像ファイルとして扱うこと
ができる。すなわち、本実施の形態における新フォーマット（画像ファイルの構造）に対
応していない旧フォーマット再生装置でも、少なくとも主画像は再生することができる。
【００４６】
　図６は、本発明の実施の形態１におけるファイル管理を説明するための図であり、デジ
タルカメラ１００で使用されるメモリカード２２０内の一般的なディレクトリ（フォルダ
）構造を示している。図６に示すように、メモリカード２２０のルートには「ＤＣＩＭ」
というＤＣＦイメージルートディレクトリが存在し、その直下に、「１００ＡＢＣＤＥ」
、「１０１ＡＢＣＤＥ」等のＤＣＦディレクトリが存在する。そして、このＤＣＦディレ
クトリ「１００ＡＢＣＤＥ」の中に、例えばＡＢＣＤ０００１．ｊｐｇ～ＡＢＣＤ０００



(10) JP 2012-178860 A 2012.9.13

10

20

30

40

50

８．ｊｐｇの８個の画像ファイルが記録される。これらの画像ファイルの中でＡＢＣＤ０
００２．ｊｐｇおよびＡＢＣＤ０００５．ｊｐｇが連写画像ファイルであり、それ以外は
単写画像ファイルである。図６に示すように、連写画像ファイルは、単写画像ファイルと
同様に、撮影者には１つの画像ファイルとして提示される。また、同じＤＣＦディレクト
リ「１００ＡＢＣＤＥ」の中に、連写画像ファイルと単写画像ファイルが共存していても
、連写フラグの識別マークにより、容易に区別が可能である。ところで、図６は、連写画
像ファイル対応のデジタルカメラでの見え方を示しており、これが連写画像ファイルに対
応していない従来の機種では、最後尾欄の連写フラグは表示されない。
【００４７】
　図２１は、連写画像ファイルであることを示す表示例を示す図である。この例では、一
例として、連写画像ファイルは、表示２６１で示され、単写画像ファイルは、表示２６２
で示される。連写画像ファイルは、主画像のサムネイルを表示し、単写画像ファイルは、
単写画像のサムネイルを表示する。単写画像ファイルは、サムネイルの枠が１重であるの
に対し、連写画像ファイルは、サムネイルの枠が部分的に３重になっている。これにより
、同じＪＰＥＧファイルであっても、連写画像ファイルと単写画像ファイルを区別して表
示することができる。なお、連写画像ファイルの表示は、副画像の数に応じて異なるよう
にしてもよい。例えば、サムネイルの枠が重なる数を副画像の数が多いほど多く表示して
もよい。
【００４８】
　このように、本発明の連写画像ファイルのフォーマットに対応したデジタルカメラまた
は対応ソフトをインストールしたＰＣでは、Ｎ枚の連写画像が１つの画像ファイルとして
扱える。従来のデジタルカメラまたは対応ソフトがインストールされていないＰＣでも、
主画像以外の情報は無視されるため、この画像ファイルはあたかも主画像の単写画像ファ
イルとして認識される。このように、連写画像ファイルを上記の形式でメモリカード２２
０へ記録することで、新旧フォーマットの互換性が維持され、画像ファイルの扱いが従来
に比べて格段に簡単となる。
【００４９】
　次に、連写画像ファイルの作成過程を図７～図９を参照しながら説明する。
【００５０】
　図７は、本発明の実施の形態１における連写撮影の撮影動作を示すフローチャートであ
る。まず、ステップＳ３００で、設定された撮影モードが連写モードか否かが判定される
。もし連写モードが選択されていなければ（Ｎｏの場合）、ステップＳ３０２へ進み、通
常撮影が行われる。ステップＳ３００で連写モードが選択されていれば（Ｙｅｓの場合）
、まず、ステップＳ３０１で、連写枚数、連写間隔、撮影日時、撮影場所等の連写撮影の
管理情報がマイコン２２８に取り込まれる。そして、ステップＳ３０３で、レリーズ釦１
０３が半押しされるのを待つ。レリーズ釦１０３が半押しされると、連続撮影を開始する
。ステップＳ３０４で、まず１コマが撮影されると、ステップＳ３０５で、撮影画像の画
像データをバッファメモリ２１５に一時格納するとともに、その撮影画像の撮影情報がマ
イコン２２８に取り込まれる。次に、ステップＳ３０６で、レリーズ釦１０３が全押しさ
れたかどうかを監視し、全押しされるまで所定の時間間隔で連続撮影を繰り返す。そして
、ステップＳ３０６でレリーズ釦１０３の全押しが検出されると（Ｙｅｓの場合）、ステ
ップＳ３０７で、次に撮影される１コマの撮影情報のシャッターチャンスフラグが設定さ
れる。その後、ステップＳ３０８とステップＳ３０９で、１コマ撮影、画像データのバッ
ファメモリ２１５への格納と撮影情報のマイコン２２８への取り込みとが実施され、ステ
ップＳ３１０で、撮影枚数がステップＳ３０１で取り込まれた所定枚数に達したか否かが
判定され、所定枚数に達するまで撮影が繰り返されて終了する。
【００５１】
　次に、連写モードにおける主画像の選択方法について図８を参照しながら説明する。
【００５２】
　本実施の形態では、シャッターチャンスで撮影した画像を主画像に選定する。図８は、
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本発明の実施の形態１におけるシャッターチャンス画像を主画像とする処理を説明するた
めのフローチャートである。撮影が終了すると、まず、ステップＳ３２０で、画像番号ｉ
を初期化する（ｉ＝１）。次に、ステップＳ３２１で、マイコン２２８内の撮影情報記憶
部２２７からｉ番目の画像のシャッターチャンスフラグを読み出す。そして、ステップＳ
３２２で、この撮影画像がシャッターチャンス画像か否かが判定され、シャッターチャン
ス画像であれば（Ｙｅｓの場合）、ステップＳ３２３で、撮影情報の主画像フラグを設定
して終了する。ステップＳ３２２でシャッターチャンス画像でないと判定されると（Ｎｏ
の場合）、ステップＳ３２４で、画像番号ｉを更新し、ステップＳ３２１に戻り、このサ
イクルを繰り返す。
【００５３】
　次に、連写画像ファイルの作成過程を説明する。
【００５４】
　図９は、本発明の実施の形態１における連写撮影された後、連写画像がファイル化され
てメモリカード２２０へ記録されるまでの処理を説明するためのフローチャートである。
まず、ステップＳ３４０で、画像番号ｉを初期化する。そして、ステップＳ３４１で、バ
ッファメモリ２１５より、ｉ番目の画像データを読み出して、ステップＳ３４２で、ＪＰ
ＥＧ圧縮を施す。次に、ステップＳ３４３で、マイコン２２８内に格納されている撮影情
報の主画像フラグを参照して、この画像が主画像か否かを判定し、主画像であれば（Ｙｅ
ｓの場合）、ステップＳ３４４で、図５に示す主画像ヘッダを作成し、ステップＳ３４５
で、その主画像ヘッダをＪＰＥＧ圧縮データとともにワークメモリ２１７の主画像領域へ
格納する。一方、ステップＳ３４３で主画像でないと判定されると（Ｎｏの場合）、副画
像と判定され、ステップＳ３４６で、図５に示す副画像ヘッダを作成し、ステップＳ３４
７で、その副画像ヘッダをＪＰＥＧ圧縮データとともに副画像領域に格納する。そして、
ステップＳ３４８およびステップＳ３４９で、画像番号ｉの更新および判定を行って、Ｎ
番目の画像までステップＳ３４１～ステップＳ３４９の動作を繰り返す。次に、ステップ
Ｓ３５０で、ワークメモリ２１７から主画像、副画像１～Ｎ－１の順に全画像の圧縮デー
タとそれぞれのヘッダを順次読み出し、ステップＳ３５１で、管理情報を付加する。この
ようにして、図５に示す連写画像ファイルを生成して、最後に、ステップＳ３５２で、メ
モリカード２２０へ記録して終了する。
【００５５】
　次に、連写画像ファイルの処理について図１０～図１４を参照しながら説明する。
【００５６】
　図１０、図１３、図１４は本発明の実施の形態１におけるそれぞれ連写画像ファイルの
表示（印刷）、コピー（移動、送信）、主画像入れ換えの各処理を説明するためのフロー
チャートである。
【００５７】
　まず、図１０を参照しながら表示（印刷）処理について説明する。
【００５８】
　図１０において、まず、ステップＳ３６０で、メモリカード２２０内のフォルダから所
定の画像ファイルが選択されると、ステップＳ３６１で、この画像ファイルが連写画像フ
ァイルか単写画像ファイルかが判定され、連写画像ファイルでなければ（Ｎｏの場合）、
ステップＳ３６２へ進み、通常の表示が行われる。一方、ステップＳ３６１で連写画像フ
ァイルと判定されると（Ｙｅｓの場合）、ステップＳ３６３で、表示モードが選択される
。本実施の形態のデジタルカメラ１００は、マルチ表示モード、主画像表示モード、順次
表示モードの３種類の表示モードを持っている。マルチ表示モードは、すべての連写画像
を１枚の画像に合成して表示するモードであり、一度に全連写画像が見えるので、画像間
の比較がしやすいというメリットがある。ステップＳ３６３でこのマルチ表示モードが選
択されると、ステップＳ３６４で、メモリカード２２０から全画像の圧縮データが一旦ワ
ークメモリ２１７の対応する領域に読み出され、それらの圧縮データは、ステップＳ３６
５で、伸張されて元の非圧縮の画像データに戻される。そして、ステップＳ３６６で、１
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枚の画像に合成され、ステップＳ３６７で、ＬＣＤ２２２へ表示される。このマルチ表示
モードの画面例を、図１１に示す。図１１は、図６のディレクトリ「１００ＡＢＣＤＥ」
内の連写画像ファイルＡＢＣＤ０００２．ｊｐｇを表示したものであり、連写画像ファイ
ルＡＢＣＤ０００２．ｊｐｇに７枚の連写画像が含まれている場合を示している。なお、
上記説明では、連写画像のすべてを１枚の画面に表示する例を示したが、連写枚数が多く
て、１枚の画像が小さくなりすぎる場合は、何枚かの画面に分けて表示してもよい。
【００５９】
　次に、ステップＳ３６３で主画像表示モードが選択されると、ステップＳ３６８で、メ
モリカード２２０の連写画像ファイルから主画像の圧縮データのみがワークメモリ２１７
へ読み出される。主画像の圧縮データは、ステップＳ３６９で、伸張され、ステップＳ３
７０で、ＬＣＤ２２２に主画像が１枚表示される。この主画像表示モードを使うことによ
り、多くの連写画像の中から手間をかけて１枚の主画像を選択しなくても、連写画像ファ
イルを選択するのみで主画像が表示され、従来の単写画像と全く同様に表示することが可
能であり、ファイル選択の効率が格段に向上する。
【００６０】
　次に、ステップＳ３６３で順次表示モードが選択されると、ステップＳ３７１で、最初
に撮影された画像の圧縮データがメモリカード２２０から読み出され、ステップＳ３７２
で、圧縮データが伸張された後、ステップＳ３７３で、ＬＣＤ２２２へ表示される。次に
、ステップＳ３７４で、表示画像を更新するか表示を終了するかの操作者からの指示を待
ち、更新指示があれば（Ｙｅｓの場合）、ステップＳ３７５で、次の画像の圧縮データを
読み出してステップＳ３７２へ戻る。この順次表示モードの画面例を図１２に示す。図１
２において、画面右上部の順方向送りキー２５１または逆方向送りキー２５２をクリック
する毎に記録画像を１枚ずつ撮影順または逆の順序で表示させることができる。この順次
表示モードを使えば、撮影者が連写画像を１枚ずつ選択する必要がなく、送りキー２５１
、２５２を押すだけで、すべての連写画像を１枚ずつ確認することができるとともに、正
逆方向キー２５１、２５２を素早く切り換えて、所望の画像を容易に検索できる。さらに
、ＬＣＤ２２２には選択された１枚の画像のみが表示されるので、マルチ表示モードと比
較して細かい所まで確認ができる。
【００６１】
　なお、上記説明では、画像が選択されるたびに１枚ずつメモリカード２２０から読み出
す方法を説明したが、マルチ表示モードと同様に、一旦全画像をバッファメモリ２１５に
格納しておいて、画像が選択されるたびに、選択された画像をバッファメモリ２１５から
読み出すようにしてもよい。こうすることにより、選択してから表示するまでの時間を短
縮できる。また、最初に表示する画像を、主画像として、送りキー２５１、２５２の操作
によって主画像を中心に前後に撮影した画像を順次表示するようにしてもよい。また、順
次再生モードは、連続再生の機能を有しており、図１２の画面左上部のプレイキー２５３
をクリックすると、全連写画像を撮影順に一定の間隔でアニメーション表示することもで
きる。
【００６２】
　次に、連写画像ファイルのコピー（移動、送信）処理について図１３を参照しながら説
明する。
【００６３】
　図１３は、コピー処理を説明するためのフローチャートである。図１３において、まず
、ステップＳ３８０で、所定の画像ファイルが選択されると、ステップＳ３８１で、この
画像ファイルが連写画像ファイルか単写画像ファイルかが判定され、連写画像ファイルで
なければ（Ｎｏの場合）、ステップＳ３８２で、通常のコピーが行われる。ステップＳ３
８１で連写画像ファイルと判定されると（Ｙｅｓの場合）、ステップＳ３８３で、コピー
モードが選択される。連写画像のコピーモードには、全画像コピーモードと主画像コピー
モードの２つのモードがある。ステップＳ３８３で全画像コピーモードが選択されると、
ステップＳ３８４で、連写画像ファイルがそのままメモリカード２２０内の他のフォルダ
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やＰＣ２２９へコピーされる。一方、ステップＳ３８３で主画像コピーモードが選択され
ると、ステップＳ３８５で、連写画像ファイルから主画像データと主画像ヘッダ情報を抜
き出して主画像のみの単写画像ファイルを作成し（ステップＳ３８６）、ステップＳ３８
７で、この主画像の単写画像ファイルがコピー対象のフォルダへ移動される。この主画像
コピーモードを用いて主画像のみの軽いファイルをコピーすることにより、メモリの節約
が可能となる。また、送信にこのモードを使うと、通信回線に負荷をかけることなく、必
要な画像のみを送信相手に送ることができる。受け取った相手も、自分のメモリ容量を浪
費することがない。
【００６４】
　次に、連写画像の主画像入れ換え処理について図１４を参照しながら説明する。
【００６５】
　図１４は、主画像入れ換え処理を説明するためのフローチャートである。図１４におい
て、まず、ステップＳ４００で、所定の画像ファイルが選択されると、ステップＳ４０１
で、この画像ファイルが連写画像ファイルか単写画像ファイルかが判定され、連写画像フ
ァイルでなければ（Ｎｏの場合）、ステップＳ４０２で、選択画像ファイルが連写画像フ
ァイルでない旨のワーニングが表示され、終了する。ステップＳ４０１で連写画像ファイ
ルと判定されると（Ｙｅｓの場合）、ステップＳ４０３で、マルチ表示モードか順次表示
モードへ移行し、この表示モードを使って新たな主画像を選択する（ステップＳ４０４）
。例えば、ステップＳ４０３の表示モードでは、現在の主画像から表示される。次に、ス
テップＳ４０５で、ダイエットモードか否かを判断する。ダイエットモードは、記録容量
を節約するために準備されたモードであり、ステップＳ４０５でダイエットモードが選択
されると（Ｙｅｓの場合）、ステップＳ４１０で、連写画像ファイルから主画像の圧縮デ
ータとヘッダを取り出し、ステップＳ４１１で、管理情報とヘッダを変更して新たな単写
画像ファイルを作成し、ステップＳ４１２で、この単写画像ファイルをメモリカード２２
０へ記録する。そして、最後に、ステップＳ４１３で、旧連写画像ファイルをメモリカー
ド２２０から削除して終了する。
【００６６】
　また、ステップＳ４０５でダイエットモードが選択されなければ（Ｎｏの場合）、ステ
ップＳ４０６で、連写画像ファイルの中の新旧主画像を入れ換える。これは、連写画像の
圧縮データとヘッダを、一旦ワークメモリ２１７へ読み出し、主画像データとヘッダを副
画像領域へ格納し、新たな主画像の画像データとヘッダを主画像領域に格納した後に、順
次読み出すことで、実行される。次に、ステップＳ４０７で、連写画像ファイルの管理情
報とヘッダを変更し、新たな連写画像ファイルを作成する。そして、ステップＳ４０８で
、新連写画像ファイルをメモリカード２２０へ記録し、最後に、ステップＳ４０９で、旧
連写画像ファイルをメモリカード２２０から削除して終了する。このように、この主画像
入れ換えモードを使えば、簡単に主画像を他の副画像と入れ換えることができる。また、
メモリカード２２０の残容量が少なくなると、ダイエットモードを使って主画像以外の画
像データを即座に削除でき、使用できる容量を増やすことができる。
【００６７】
　なお、ここで説明した表示（印刷）、コピー（移動、送信）、主画像入れ換え処理以外
にも、画像ファイル処理としては、削除、色加工等があるが、これらの処理は、連写画像
ファイルに含まれる全画像に対して施される。また、画像ファイル処理は、これらに限定
されるものではなく、画像ファイル処理毎に主画像のみを対象とするか、全画像を対象と
するかは適宜決めることが可能である。
【００６８】
　以上、詳細に説明したように、本実施の形態によれば、マイコン２２８は、連写機能に
より複数枚の画像を連続して撮影して得られた複数の画像データから１つの画像データを
主画像として選択し、選択した主画像を１つの画像ファイルの先頭に記録させるとともに
、主画像以外の画像データを副画像として当該画像ファイルの主画像よりも後ろに記録さ
せる。また、主画像の入れ換え時に、入れ替え後の主画像を当該画像ファイルの先頭に記
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録させるとともに、主画像以外の画像データを当該画像ファイルの主画像よりも後ろに記
録させる。これにより、連写した画像が１つのファイルにまとめて記録されるので、関連
画像の取り扱いが容易である。そして、この場合、１つのファイルにまとめて記録される
画像データのうち、主画像を先頭に、それ以外の副画像を主画像の後ろに順次記録するの
で、主画像についてはいかなる場合においても確実かつ迅速に表示することができる。特
に、１つのファイルの最初に主画像を配置することで、従来のＥｘｉｆ形式を持つ撮像装
置および記録メディアと互換性を保つことができ、主画像ついてはどのような撮像装置等
においても表示などの出力が担保される。これは、旧フォーマット再生装置で再生できる
という優れた利点がある。また、主画像を先頭に配置ことで、検索が速いという効果もあ
る。使い方としては、該当ファイルをクリックすると、必ず主画像が最初に出ることにな
る。
【００６９】
　なお、特許文献４から特許文献６には、主画像データと主画像のデータサイズを縮小し
た副画像データとを１つのファイルに記録する方法が開示されている。しかし、これらは
、主画像データと副画像データという用語こそ類似しているものの、（１）検索の簡素化
を目的とするものであること、また（２）連写画像でないこと、から本実施の形態とは異
なる技術である。
【００７０】
　また、デジタルカメラのムービーモードでは、モーションＪＰＥＧが用意されており、
一連の静止画のレビューファイルを時系列で再生する。これは、１つのファイルに複数の
画像データが記録される。しかしながら、この技術は動画像再生であることから、本実施
の形態のような、主画像を撮影順序とは関係なくファイルの最初に持ってくるものとは異
なる技術である。
【００７１】
　（実施の形態２）
　実施の形態２は、手ブレ量により主画像を選択する場合である。
【００７２】
　図１５は、本発明の実施の形態２における手ブレ検出量に基づいて主画像を決定する処
理を説明するためのフローチャートである。
【００７３】
　撮影のタイミングで手ブレが発生すると、撮影画像はブレてしまう。そこで、本実施の
形態では、手ブレ検出部２２５から出力される手ブレ量を監視し、最も手ブレの少ない画
像を主画像として選択するようにしている。
【００７４】
　図１５において、まず、ステップＳ４２０で、画像番号ｉを初期化（ｉ＝１）する。そ
して、ステップＳ４２１で、連写撮影時に撮影情報記憶部２２７に格納したデジタルカメ
ラ１００の手ブレ量Ｑ（ｉ）を読み出す。次に、ステップＳ４２２で、１枚前に撮影した
（ｉ－１）番目の画像の手ブレ量Ｑ（ｉ－１）と比較し、小さければ（Ｙｅｓの場合）、
ステップＳ４２３で主画像番号ｋをｉに設定する。逆に、Ｑ（ｉ）がＱ（ｉ－１）より大
きい場合は、そのままステップＳ４２４へ進み、画像番号ｉを更新して、ステップＳ４２
５で画像番号ｉがＮに等しくなるまで、ステップＳ４２１からステップＳ４２５のループ
を繰り返す。そして、最後に、ステップＳ４２６で、ｋ番目の画像に主画像フラグを設定
して終了する。このようにすると、連写で撮影したＮ枚の画像の中で最も手ブレ量の少な
い画像を主画像に設定できる。
【００７５】
　（実施の形態３）
　実施の形態３は、画像の動き量により主画像を選択する場合である。
【００７６】
　図１６は、本発明の実施の形態３における撮影画像の動き量に基づいて主画像を決定す
る処理を説明するためのフローチャートである。
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【００７７】
　撮影のタイミングで被写体が動いてしまうと、撮影画像はブレてしまう。そこで、本実
施の形態では、撮像時に動き検出部２１４の出力から被写体の動き量を監視し、最も動き
量の少ない画像を主画像として選択するようにしている。
【００７８】
　図１６において、まず、ステップＳ４４０で、画像番号ｉを初期化（ｉ＝１）する。そ
して、ステップＳ４４１で、連写撮影時に撮影情報記憶部２２７に格納した画像の動き量
Ｍ（ｉ）を読み出す。次に、ステップＳ４４２で、１枚前に撮像した（ｉ－１）番目の画
像の動き量Ｍ（ｉ－１）と比較し、小さければ（Ｙｅｓの場合）、ステップＳ４４３で、
主画像番号ｋをｉに設定する。逆に、Ｍ（ｉ）がＭ（ｉ－１）より大きければ（Ｎｏの場
合）、そのままステップＳ４４４へ進み、画像番号ｉを更新して、ステップＳ４４５で画
像番号ｉがＮに等しくなるまで、ステップＳ４４１からステップＳ４４５のループを繰り
返す。そして、最後に、ステップＳ４４６で、ｋ番目の画像に主画像フラグを設定して終
了する。このようにすると、連写で撮影したＮ枚の画像の中で最も被写体の動き量の少な
い画像を主画像に設定できる。
【００７９】
　（実施の形態４）
　実施の形態４は、合焦度合いにより主画像を選択する場合である。
【００８０】
　図１７は、本発明の実施の形態４における撮影画像の合焦度合いに基づいて主画像を決
定する処理を説明するためのフローチャートである。
【００８１】
　撮影のタイミングで被写体にちょうど焦点が合っていないと、撮影画像はピンボケの画
像になってしまう。そこで、本実施の形態では、ＡＦ検出部２１３から出力される撮影画
像のコントラスト値から合焦度合いを監視し、最も焦点の合った画像を主画像として選択
するようにしている。
【００８２】
　図１７において、まず、ステップＳ４６０で、画像番号ｉを初期化（ｉ＝１）する。そ
して、ステップＳ４６１で、連写撮影時に撮影情報記憶部２２７に格納した撮影画像ｉの
コントラスト値Ｃ（ｉ）を読み出す。次に、ステップＳ４６２で、１枚前に撮像した（ｉ
－１）番目の画像のコントラスト値Ｃ（ｉ－１）と比較し、大きければ（Ｙｅｓの場合）
、ステップＳ４６３で、主画像番号ｋをｉに設定する。逆に、Ｃ（ｉ）がＣ（ｉ－１）よ
り小さい場合は、そのままステップＳ４６４へ進み、画像番号ｉを更新して、ステップＳ
４６５で画像番号ｉがＮに等しくなるまで、ステップＳ４６１からステップＳ４６５のル
ープを繰り返す。そして、最後に、ステップＳ４６６で、ｋ番目の画像に主画像フラグを
設定して終了する。このようにすると、連写で撮影したＮ枚の画像の中で最も焦点の合っ
た画像を正確に判定でき、その画像を主画像に設定できる。
【００８３】
　（実施の形態５）
　実施の形態５は、画像中の顔を認識して目が閉じた画像を検出するとその画像にＮＧフ
ラグを設定する場合である。
【００８４】
　図１８は、本発明の実施の形態５における撮影画像の顔認識結果に基づいて主画像を決
定する処理を説明するためのフローチャートである。
【００８５】
　撮影のタイミングで被写体が瞬きしてしまい、目を閉じた画像が撮影されることがある
。そこで、本実施の形態では、画像認識部２１８での顔の認識結果から、目を閉じた画像
を主画像の候補から外すようにしている。本実施の形態では、連写撮影が終了し、Ｎ枚の
連写画像がバッファメモリ２１５に格納された後に、顔認識を行うものとする。
【００８６】
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　図１８において、まず、ステップＳ４８０で、画像番号ｉを初期化（ｉ＝１）する。そ
して、ステップＳ４８１で、バッファメモリ２１５からｉ番目の画像を読み出す。次に、
ステップＳ４８２で、顔認識を行う。そして、ステップＳ４８３で、顔認識の結果、目を
閉じているか否かを判定し、目を閉じていれば（Ｙｅｓの場合）、撮影情報の顔認識結果
にＮＧを設定する。逆に、ステップＳ４８３で目を閉じていないと判定されると（Ｎｏの
場合）、そのままステップＳ４８５へ進み、画像番号ｉを更新して、ステップＳ４８６で
画像番号ｉがＮに等しくなるまで、ステップＳ４８１からステップＳ４８６のループを繰
り返す。このようにすると、連写で撮影したＮ枚の画像の中で目を閉じた画像にＮＧを設
定でき、主画像を選択する際の候補から外すことができる。
【００８７】
　（実施の形態６）
　実施の形態６は、オートブラケットモード（以下、「ＡＢモード」と略記する）での撮
影の後、お気に入りの画像を主画像に設定する場合である。
【００８８】
　図１９は、本発明の実施の形態６におけるＡＢモード撮影での主画像選択の動作を示す
フローチャートである。
【００８９】
　図１９において、まず、ステップＳ５００で、設定された撮影モードがＡＢモードか否
かが判断される。もしＡＢモードでなければ（Ｎｏの場合）、ステップＳ５０２で、通常
撮影を行う。ステップＳ５００でＡＢモードが選択されていれば（Ｙｅｓの場合）、まず
、ステップＳ５０１で、連写枚数、連写間隔、撮影日時、撮影場所等の連写撮影の管理情
報がマイコン２２８に取り込まれる。そして、ステップＳ５０３で、撮影条件の初期値が
設定される。そして、ステップＳ５０４で、レリーズ釦１０３が押されて撮影がスタート
するのを待つ。ＡＢモードが設定された場合は、レリーズ釦１０３の全押しで、予め設定
された通りに撮影条件を変えながら所定の枚数が撮影される。ステップＳ５０４でレリー
ズ釦１０３が押されて撮影がスタートすると、ステップＳ５０５で、１コマ撮影され、ス
テップＳ５０６で、撮影画像データがバッファメモリ２１５へ、そのときの撮影条件が撮
影情報記憶部２２７へそれぞれ格納される。そして、ステップＳ５０７で、撮影枚数が所
定枚数に達したか否かが判定され、所定枚数になるまで撮影条件を更新しながら（ステッ
プＳ５０８）、撮影を繰り返す。撮影が終了すると、ステップＳ５０９で、表示モードに
移行し、ＡＢモードで撮影された画像の中からお気に入りの画像を選択する（ステップＳ
５１０）。そして、最後に、ステップＳ５１１で、選択された画像の撮影情報に主画像フ
ラグを設定して終了する。このようにすることにより、ＡＢモードの撮影でも、通常の連
写撮影と同様に、１枚の主画像を持った１つの連写画像ファイルとしてメモリカード２２
０へ記録される。
【００９０】
　なお、このＡＢモード撮影の主画像選択方法に実施の形態１から実施の形態５で説明し
た通常の連写撮影時の主画像選択方法を組み合わせれば、さらに選択の精度を向上するこ
とができる。ＡＢモード撮影で撮影毎に変更する撮影条件としては、露光量、ホワイトバ
ランス等があるが、これに限定されるものではないことはもちろんである。
【００９１】
　以上説明したように、本発明の実施の形態による撮像装置においては、連写撮影して得
られた複数枚の連写画像から主画像を正確かつ迅速に選択できるとともに、メモリカード
２２０に記録された画像ファイルの取り扱いが極めて簡単となる。
【００９２】
　なお、以上の説明は本発明の好適な実施の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに限
定されることはない。
【００９３】
　本発明は、撮像装置を有する電子機器であれば、どのような装置にも適用できる。例え
ば、デジタルカメラおよびビデオカメラは勿論のこと、カメラ付き携帯電話機、ＰＤＡ（
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処理装置にも適用可能である。
【００９４】
　また、主画像を先頭に、それ以外の副画像を主画像の後ろに順次記録する制御を行うも
のであれば、どのような方法でもよく、例えば、主画像を示すポインタを用いる方法のほ
か、主画像にフラグを立てる方法でもよい。さらには、主画像の入れ換え時に、画像デー
タの並び替えを行う方式のほか、画像データの並び替えは行わずに、主画像を先頭位置に
コピーして対応する方式も可能である。
【００９５】
　また、上記説明では、通常の連写の場合の主画像の選択は自動で行うとしたが、これに
限定されるものではなく、ＡＢモード撮影と同様に、撮影後にマルチ表示モードや順次表
示モードを使って撮影された全画像を目で確認しながら最も気に入った画像を撮影者がマ
ニュアルで設定してもよい。
【００９６】
　また、上記説明では、撮影状態を独立に評価して主画像を決定したが、複数の撮影状態
を総合的に評価して主画像を決定してもよい。例えば、各撮影状態毎に評価点を付け、合
計点の最も高い画像を主画像として選択する等である。
【００９７】
　また、上記説明では、撮影画像はＪＰＥＧ圧縮されてメモリカードへ記録する場合を説
明したが、他の圧縮方式で記録された画像でもよいし、また、非圧縮の画像にも適用でき
ることは言うまでもない。
【００９８】
　また、上記説明では、デジタルカメラでの処理を説明したが、連写画像ファイルの対応
ソフトをインストールしたＰＣ等の情報機器でも同様な処理が可能である。
【００９９】
　また、上記説明では、連写モード、ＡＢモードともに連続して撮影した画像を対象とし
て連写画像ファイルを作る場合について説明したが、必ずしも連写画像である必要はなく
、１枚ずつ個別に撮影した後で関連画像を集めて１つの連写画像ファイルにすることもで
きる。例えばマニュアルでズーム倍率を変えながら撮った複数枚の画像を連写画像ファイ
ルの形式で記録してもよい。
【０１００】
　また、上記各実施の形態では、撮像装置という名称を用いたが、これは説明の便宜上で
あり、撮影装置、デジタルカメラ、撮像方法等であってもよいことは勿論である。
【０１０１】
　さらに、上記デジタルカメラを構成する各構成部、例えば撮像光学系の種類、その駆動
部、取付け方法等、さらには動き検出部の種類等は、前述した実施の形態に限られない。
【０１０２】
　また、以上説明した撮像装置は、この撮像装置の撮影制御方法を機能させるためのプロ
グラムでも実現される。このプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に格
納されている。
【０１０３】
　本明細書は、２００７年１月１５日出願の特願２００７－００５６１１に基づく。この
内容はすべてここに含めておく。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は、連写機能を有するデジタルカメラ等の撮像装置に利用することが可能である
。
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